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令和 8年 5月 19日 

食中毒事件の発生について（令和 8年第 1号） 
大津市内において食中毒事件が発生しましたのでお知らせします。 

 

記 
発生日時 令和 8年 5月 16日（土）21時 30分（初発）～5月 17日（日）3時 00分（終発） 

発生場所 大津市、滋賀県（発症者の住所） 

発症者等 
発症者数 ：5人  内訳 男性 ：0人 女性：5人（10代～40代） 

提供食数 ：8食 

発生状況 

（概要） 

令和 8 年 5 月 18 日、市民から「5 月 15 日に市内飲食店を利用したところ、同時期

に複数名が体調不良を呈したので、食中毒の発生が疑われる。」との連絡がありまし

た。大津市保健所が調査を行った結果、令和 8 年 5 月 15 日に当該施設が提供した食

事を喫食した 2 グループ 8 人のうち、5 人が腹痛、下痢、嘔吐、嘔気、発熱等の食中

毒様症状を呈していることが判明しました。 

発症者の共通食は、当該施設が提供した食事以外にないこと、発症状況が類似して

おり、発症者 2人及び調理従事者 1人の検便からノロウイルスが検出されたこと、症

状がノロウイルスによる食中毒の特徴と一致していること、発症者のうち 2人を診察

した医師から食中毒の届出があったことから、大津市保健所は、当該施設が提供した

食事を原因とする食中毒と断定しました。 

症 状 

軽 症 : 5人 
中 等症 : 0人 
重 症 : 0人 

腹痛、下痢、嘔吐、嘔気、発熱等 

現在の病状 全員快方に向かっている。 

献立内容 

付き出し（こんにゃく煮込み、ポテトサラダ）、サムギョプサル、キンパ、ヤンニョ

ンチキン、海鮮チヂミ、チーズチヂミ、シーザーサラダ、ムルマンドゥ（水餃子）、

フライドポテト、エビ生春巻き、じゃがチーズ焼き、トッポギ 

原因食品 令和 8年 5月 15日に原因施設が提供した食事 病因物質 ノロウイルス 

原因施設 

施設所在地 ： 大津市唐崎三丁目１９－１９ 三山ビル１Ｆ 

施 設 名 称 ： 韓国ダイニング から咲 

業 種 ： 飲食店営業 

営 業 者 ： 李 正連 

措 置 
大津市保健所は、当該施設を令和 8 年 5 月 19 日（火）から 5 月 21 日（木）までの 3

日間の営業停止処分としました。 

検査材料 微生物検査 ： 16検体 〔糞便 ： 6検体、ふきとり : 10検体〕 

 
【市内食中毒発生状況】                 【発症者の住所】 

大津市        2人 
滋賀県        3人 
                                  
計          5人 

 

お問い合わせ先 

担当者 健康福祉部保健所衛生課食品指導係 担当： 安田、青木 

連絡先 Tel 077-522-8427 内線 18413 

総合計画 

位置付け 

基本方針 基本政策 施策 
取組の 

方向性 

1 3 8 2 

 
本年度 

（令和 8年 4月～現在） 
昨年度 

（令和 7 年 4 月～令和 8年 3月） 

発生件数 1件 1件 

発症者数 5人 4人 

死 者 数 0人 0人 



 

  

 

ノロウイルス食中毒について 

 

ノロウイルス食中毒は冬期を中心に年間を通じて発生する食中毒で、近年においては、

最も多くの患者が発生している食中毒です。ノロウイルスは非常に感染力が強く、少量の

ウイルス汚染で食中毒が発生するので細心の注意が必要です。  

 

【症状】  

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱等（感染しても症状が出ない場合もあります）  

【原因】  

・ 感染した人を介して汚染された食品を食べた場合  

・ 汚染された二枚貝（カキ等）を、生又は十分に加熱せずに食べた場合  

 

【予防のポイント】  

１ 手洗いをしっかり行いましょう  

消毒用石けんや消毒用アルコールはノロウイルスに効果がありませんので、手指を

石けんで30秒以上時間をかけて丁寧に洗い、手指に付いたウイルスを流水で洗い落と

しましょう。  

調理前、トイレの後、食事前には必ず手を洗い、特に下痢や嘔吐をした人の世話や

汚物処理をした後は、念入りに洗いましょう。また、手を拭くタオルは共用せず、ペ

ーパータオル又は個人用のタオルを使いましょう。  

 

２ 食品は十分に加熱しましょう  

二枚貝等の食品は中心部まで85～90℃で90秒間以上加熱しましょう。  

 

３ 体調が悪いときは休みましょう  

下痢、嘔吐等の症状がある人は、食品を汚染させる可能性があるため、調理作業を

しないでください。また、家族に下痢、嘔吐等の症状がある場合にも感染している可

能性があるため、手洗いをしっかり行い、手袋を着用する等食品の取扱いには注意し

ましょう。  

 

４ 食品を盛り付けるときは、マスク、手袋を着用しましょう  

食品を盛り付けるときは、マスクを着用し、手袋やお箸を使って、直接食品に触ら

ないようにしましょう。  

 

５ 調理器具はしっかり消毒しましょう  

使用前後の食器や調理器具は、熱湯や0.02％次亜塩素酸ナトリウムで十分に消毒し、

流水洗浄しましょう。  

 

６ 糞便、吐物の処理と消毒を適切に行いましょう  

感染した人の糞便や吐物には多量のウイルスが排出されるので、換気を十分に行い、

手袋とマスクを着用した上で速やかに処理しましょう。また、処理した床、ドアノブ、

便器等は、0.1％次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、処理に使ったマスク、手袋、タオル

等は、ビニール袋に密封して廃棄しましょう。 


